
募集要項等に関する質問・回答等（市川市ケアハウス整備等ＰＦＩ事業）
H14.7.23

№ 資料名 ページ 項目名 質　　　　問 回　　　　答

1 募集要項 22
リスクの内容に
ついて

リスク分担表の共通事項の中で法令の変更に関し
「本事業に直接影響を及ぼす法令等の変更」は貴市
のリスク、「その他」は事業者リスクとなっており
ますが、広義に考えますと事業に直接影響を及ぼす
法令変更以外は特段のリスクとはならないと考えま
す。
もし、貴市におかれまして具体的に想定されている
事項がございましたら、ご教示頂きたいと思いま
す。

条件規定書にて規定いたします。

1 要求水準書
参考資
料９

ケアハウスの什
器・設備費につ
いて

次に掲げるもののほか、特に必要と認められるもの
については、付属初度設備の範囲として実施事業費
による対象とする。」との記載の中で「その他、設
置場所を指定し、かつ工事の伴う設備」とあります
が、対象となるか否かにいては、創意工夫による自
由な提案内容に対して個別に判断頂けると考えてよ
ろしいでしょうか。それとも、対象範囲をあらかじ
めお示し頂けるのでしょうか。

事業者のこれまでの高齢者介護サービス事業の運
営実績並びに企画されるサービス内容に基づいて
提案されることを期待しております。

1 要求水準書
参考資
料９

デイサービスセ
ンターの什器・
設備費について

次に掲げるもののほか、特に必要と認められるもの
については、付属初度設備の範囲として実施事業費
による対象とする。」との記載の中で「設置場所を
指定し、かつ工事の伴う日常動作訓練設備等」とあ
りますが、対象となるか否かにいては、創意工夫に
よる自由な提案内容に対して個別に判断頂けると考
えてよろしいでしょうか。それとも、対象範囲をあ
らかじめお示し頂けるのでしょうか。

事業者のこれまでの高齢者介護サービス事業の運
営実績並びに企画されるサービス内容に基づいて
提案されることを期待しております。

2 募集要項 10

ＩＶ－２－
（２）要求する
性能及びサービ
ス水準

「市は、民間事業者より、…条件規定書等に基づく
諸条件」とありますが、条件規定書はいつ、どのタ
イミングで公表されるのでしょうか。

HPをご覧下さい。
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2 要求水準書 13
（２）－ア　施
設・設備の必要
要件－（ウ）

「さらに改正が加えられる可能性のある項目」と
は、具体的には何が考えられますでしょうか。

これまで市が確認しているのは面積の基準です。
新型特養の面積基準を満たしている必要があると
の見解を得ております。

2 要求水準書 13

（２）－イ　ケ
アハウス必要諸
室と仕様－
（エ）

夫婦部屋について、個人部屋２室の間仕切りを取り
払うなどして、夫婦部屋１室として活用することは
可能でしょうか。この対応により総室数が減少する
ことになりますがいかがでしょうか。

間仕切りによるプライベート空間の確保が可能で
あれば、事業者の創意工夫の一つとしてご提案下
さい。
要求水準としては居室数を規定しているのではな
く、定員数を規定しております。

2 要求水準書 30
１１　大規模修
繕計画業務

「同施設の大規模修繕計画も検討し、提案するこ
と。」とありますが、評価には全く加味されないの
でしょうか。評価されないのでしたら、優先交渉権
者のみに提案を求められてはいかがでしょうか。

参考として提案をお願いいたしております。

3 募集要項 5 事業者の収入

　事業者が行うサービスで、特定施設入居者の生活
介護部分における介護保険自己負担分の上乗せの提
案が可能でしょうか。（例えば介護報酬の25％を上
限として）

介護費上乗せ負担分については、要求水準書Ｐ３
４（３）施設の利用料金の設定にて、介護報酬の
２５％以内と規定しております。

3 要求水準書 16
デイサービスセ
ンター

　要求水準の具体的な内容が少ないため、施設計画
が難しく、提案内容及び維持管理費に大きな差が出
てきます。介護保険との関係、施設内容、利用料に
ついて例示があればご提示ください

事業者のこれまでの高齢者介護サービス事業の運
営実績並びに企画されるサービス内容に基づいて
提案されることを期待しております。
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4 募集要項 2 施設内容

対象施設（ケアハウス・デイサービスセンター）の
規模設定を提示願います。

ケアハウスについては、補助金取得を目指すこと
から、新型ケアハウスの補助金支給基準を満たし
ていることが必要条件となります。
具体的な施設規模については、ケアハウス定員５
０名、デイサービスセンター定員２５名を前提
に、事業者のこれまでの高齢者介護サービス事業
の運営実績並びに企画されるサービス内容に基づ
いて提案されることを期待しております。

4 募集要項 2 施設内容

国庫補助受給に向けた関係機関との協議スケジュー
ルを提示願います。

「新型ケアハウス整備・運営事業のためのＰＦＩ
導入マニュアル」におけるＰ２４「ＰＦＩ方式に
よる新型ケアハウス整備に係る補助手続きフ
ロー」に準じて手続きが行われるものと想定して
おります。

4 募集要項 2 施設内容

ケアハウス・デイサービスの施設整備にあたり、関
係機関（県福祉部　等）との協議を行っていると思
いますが、建築計画等に対して、具体的な整備条件
等が要求されていればその内容について情報提示を
願います。

「軽費老人ホーム設置運営要綱」についての協
議・確認を行いました。具体的な整備条件等につ
いては、要求水準書に反映しております。

4 募集要項 4

Ⅰ　事業概要
８　事業範囲
エ　施設の維持
管理保守業務

「機能維持のための日常修繕」について、市が要求
する具体的な修繕項目・方法がありましたらご教示
願います。

要求水準書Ｐ２７「５　維持管理業務の基本的な
考え方」で示したとおり、事業者の提案に基づき
設定いたします。

4 募集要項 4

Ⅰ　事業概要
９　事業者の賃
借料の支払
（１）ケアハウ
ス

市が事業者に対して賃借料を請求する時期及び事業
者が市に対して賃借料を支払う期限を具体的にご教
示願います。

毎月月末までに翌月分の賃借料を、市が予め指定
する金融機関の口座に振り込むことで支払うこと
といたします。（条件規定書　第６．６）
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4 募集要項 5
１１　事業日程
（予定）

中学校・給食室の供用開始がＨ１６，９と施設の所
有権移転（Ｈ１７，１）前となっておりますが、供
用開始は実質的な引渡しとなるため、中学校・給食
室部分の供用開始後の保険については市に火災保険
等を付保いただけると考えてよろしいでしょうか？

市が全国市長会建物総合損害保険に加入する予定
です。

4 募集要項 5

Ⅰ　事業概要
９　事業者の賃
借料の支払
（２）デイサー
ビスセンター

事業者が市に対して支払う施設の賃借料について、
具体的な支払時期をご教示願います。

毎月月末までに翌月分の賃借料を、市が予め指定
する金融機関の口座に振り込むことで支払うこと
といたします。（条件規定書　第６．６）

4 募集要項 5

Ⅰ.事業概要
9.事業者の賃借
料の支払
（1）ケアハウ
ス

　ケアハウスの賃借料を算出する上で必要となる、
「ケアハウス整備のための起債利息総額」は事前に
開示いただけますでしょうか。

賃貸借契約締結までには、出来る限り速やかに提
示いたします。

4 募集要項 5

Ⅰ.事業概要
9.事業者の賃借
料の支払
（2）デイサー
ビスセンター

　デイサービスセンターの賃借料算出に際し、「デ
イサービスセンターの総事業費を20年間で均等償還
するとした時の金額の1年分とする」旨記載されてお
りますが、この際、金利等を加算する必要は無いと
考えてよろしいでしょうか。

金利の加算は必要ありません。

4 募集要項 7 法令等の尊守

関係法令の管轄窓口には個別にヒアリングを行って
宜しいのでしょうか？

必要に応じ、適宜行って下さい。その際、事前並
びに事後に必ず市へ報告をお願いいたします。
市が同行が必要と判断したものについては、同行
させていただきます。

4 募集要項 7
Ⅱ　事業の条件
１　市の施設整
備費の支払

具体的な支払時期をご教示願います（平成１６年度
のいつ頃か）。

特定事業契約にて規定する予定です。

4 募集要項 7
Ⅱ　事業の条件
３保険　イ　火
災保険

市が付保する火災保険の保険内容をご教示願いま
す。

市が全国市長会建物総合損害保険に加入する予定
です。
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4 募集要項 7
Ⅱ.事業の条件
3.保険　イ.火
災保険

「事業者の所有する設備等を対象とした火災保険に
加入する」旨記載されておりますが、「事業者が所
有する設備等」とはどのようなものを想定されてい
るでしょうか。

事業者が自らの負担で設置した什器・備品等を想
定しております。

4 募集要項 7,8 Ⅱ事業の条件

事業者の支払は、施設整備費が年４回、維持管理費
が毎年度４半期（年４回）となっておりますが、金
利を定めるにあたり月日が必要ですので、明示いた
だけますでしょうか。
またその際、４半期の末日もしくはその翌日として
いただけないでしょうか。

ケアハウス、デイサービスセンターの施設整備費
は、譲渡後に一括で支払われます。

4 募集要項 7,8
Ⅱ事業の条件１
－（１）

施設整備費の支払で「基準金利を特定事業契約の仮
契約を締結する日の７前日の値とする。」とありま
すが、引渡しの日の値としていただけないでしょう
か。

ケアハウス、デイサービスセンターについては、
該当する事項がございません。

4 募集要項 11

Ⅳ.事業者の募
集及び選定の手
順　2.募集及び
選定の手順
（3）応募者の
資格

本PFI事業を行うに際し特別目的会社を設立するか否
かは、応募者の判断にて決定してよろしいでしょう
か。

市としては、事業者自身に高齢者介護サービス事
業の運営実績を求めます。そのことを前提に応募
者にてご判断下さい。

4 募集要項 11

Ⅳ　事業者の募
集及び選定の手
順　２　募集及
び選定の手順
（３）応募者の
資格等　ア　応
募者の構成等
（エ）

「やむを得ない事情」について、市が想定する具体
的な事情をご教示願います。

構成員の変更は原則認めません。
「やむを得ない事情」としては、市として具体的
な想定・規定はしておりません。応募者から相談
されたときに、その都度、その事情・理由につい
て判断させていただきたいと考えております。
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4 募集要項 12

Ⅳ　事業者の募
集及び選定の手
順　２　募集及
び選定の手順
（４）提案審査
及び事業者の選
定に関する事項
ア　優先交渉権
者選定の手順
（ア）資格審査

ＰＳＣは提案書の提出前に公表されますか。 ＰＣＳを公表するか否かは現在検討中です。早い
時期にHP上で回答します。

4 募集要項 19

Ⅴ　契約に関す
る事項　３　特
定事業契約並び
に仮契約

「事業者は、市の承諾がある場合を除き、特定事業
契約上の地位及び権利義務を譲渡、担保提供その他
の方法により処分してはならない」とされています
が、事業者による事業資金の調達において金融機関
から事業者の特定事業契約上の地位及び権利義務に
つき担保提供が要求される可能性があると考えられ
ます。このような場合には市による了承は得られる
ものと理解してよろしいですか。

市との協議を前提とした承諾事項と考えます。

4 募集要項 22

別紙3　予想さ
れるリスク並び
に市と事業者の
責任分担

　「金利変動」につきまして、本PFI事業の施設整備
費は平成16年度に一括支払われるため長期の資金調
達等に関する金利負担は生じないと思われますが、
ここでの「金利変動」リスクはどのような場合を想
定されていますか。

施設の建設にあたり、施設譲渡後の支払までの資
金調達についての金利リスクを意味いたします。
ご指摘のとおり、長期にわたる資金調達等に関す
る金利負担は生じません。

4 募集要項 22

別紙３　予想さ
れるリスク並び
に市と事業者と
の責任分担
共通　瑕疵担保

事業者の負担とされている「隠れた瑕疵の担保責
任」について市が想定されている瑕疵担保期間をご
教示願います。

10年となります。ただし、什器備品は1年としま
す。
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4 募集要項 22

別紙４　予想さ
れるリスク並び
に市と事業者と
の責任分担
計画・設計段階
測量・調査の誤
り

（想定部分を除く）の「想定部分」とは具体的に何
を意味するのでしょうか。

既に市が示している測量図面等で示したもので
す。

4 募集要項 22

別紙４　予想さ
れるリスク並び
に市と事業者と
の責任分担
計画・設計段階
設計変更

「設計期間中の法制度の変更に係わるもの」につい
ては、市が主分担、事業者が従分担とされています
が、市及び事業者のいずれの責任にも帰すことので
きないリスクと思われますので、市の負担としてい
ただきたくご検討をお願いします。

貴重なご意見と承ります。
具体的な分担のあり方については、条件規定書の
第１０章にて規定しております。

4 募集要項 22

別紙４　予想さ
れるリスク並び
に市と事業者と
の責任分担
建設段階　工事
遅延

「法制度の変更によるもの（工事遅延）」について
は、市が主分担、事業者が従分担とされています
が、市及び事業者のいずれの責任にも帰すことので
きないリスクと思われますので、市の負担としてい
ただきたくご検討をお願いします。

貴重なご意見と承ります。
具体的な分担のあり方については、条件規定書の
第１０章にて規定しております。

4 募集要項 23

別紙４　予想さ
れるリスク並び
に市と事業者と
の責任分担
運営　法制度、
規制の変更

「施設・設備や運営手法に係わる法制度、規制の変
更に伴う再投資、サービスの停止」については、市
が従分担、事業者が主分担とされていますが、市及
び事業者のいずれの責任にも帰すことのできないリ
スクと思われますので、市の負担としていただきた
くご検討をお願いします。

運営段階におけるリスクについては、主に事業者
が負うべきものと考えます。市は、施設所有者と
して、施設改修が必要不可欠となる場合のみ、リ
スク分担することになります。

4 募集要項 24

別紙４　予想さ
れるリスク並び
に市と事業者の
責任分担

不可抗力リスクは、市が主分担で事業者が副分担と
なっておりますが、この副分担について、供用開始
前は施設整備費の１％、供用開始後は維持管理費の
１％と考えてよろしいでしょうか？

特定事業契約で副分担に見合う負担割合を協議の
上、具体的に設定することを考えております。
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4 募集要項 25

別紙４　予想さ
れるリスク並び
に市と事業者の
責任分担

維持管理関連の物価変動リスクは、市が主分担と
なっておりますが、具体的な算出根拠をお示しいた
だけないでしょうか。

本事業においては、維持管理費は全て事業者の負
担となるため、事業者が主分担と訂正して下さ
い。

4 要求水準書 14 必要諸室

設備機械室等他の整備施設との併用が考えられる部
分についてその区分をどのように考えれば宜しいで
すか？

共用部としてとらえ、合理的と考えられる基準で
按分し、ケアハウス、デイサービスセンターの譲
渡価格に含めて下さい。

4 様式集 B39
大規模修繕項目
の見積書

大規模修繕については本PFI事業の範囲対象外と理解
しておりますが、本様式の位置付けをご教授くださ
い。

参考として提案をお願いいたしております。

4 様式集 B43 資金調達計画

　本PFI事業では、施設整備費を平成16年度中に一括
でお支払いただけるため、長期資金の調達は不要と
理解しておりますが、本様式の資金調達はどのよう
な場合を想定されていますか。

長期資金の調達はご指摘とおり不要と考えており
ます。施設の建設にあたり、施設譲渡後の支払ま
での資金調達についての調達先をご記入下さ
い。。

5 要求水準書 16

Ⅰ-2　1（5）そ
の他（外構、サ
イン計画、館銘
板等）

館銘板等の設置に関しまして、看板料などの負担は
ないものと考えて宜しいでしょうか。また、必要に
応じて本計画地以外の市有地などへの看板の設置も
可能と考えて宜しいのでしょうか。

敷地内の館銘版等の設置は施設整備費内とする
が、事業者の名称変更等による取替は事業者の負
担で行うことを考えております。
また、敷地外での看板等の設置については、運営
業務の範囲とし、事業者の責任と負担で行うこと
となります。

5 要求水準書31～32
Ⅲ　13（2）報
告等

ケアハウスに関する業務報告書の提出条件に関しま
して、ア、オ及び（イ）にて相反することが記載さ
れていると思いますが、市側が考える提出条件をお
教えください。

原則年１回の報告を考えております。

8



募集要項等に関する質問・回答等（市川市ケアハウス整備等ＰＦＩ事業）
H14.7.23

№ 資料名 ページ 項目名 質　　　　問 回　　　　答

5

要求水準
書
参考資料
集

参考９

ケアハウス施設
整備にあたり
PFI事業の対象
となる工事・設
備等

ケアハウス・デイサービスセンターとも、＜参考9＞
書面にてPFI事業の実施事業費の対象を示して頂いて
おりますが、「特に必要と認められるものについて
は、」の前提で、「実施事業費による対象とする」
と記載があります。この場合、市側が必要と認めた
ものにつきましては、審査の段階でのPSCとその採点
に及ぼす影響について考え方をお示しください。

ＰＳＣとの比較及びコストパフォーマンス得点算
出の対象といたします。

6 募集要項 5
９　事業者の賃
貸料の支払
(２)　②

計算方法②の年間賃借料は後払いと考えて宜しいで
しょうか。また利息等は考慮しなくて宜しいので
しょうか。

毎月月末までに翌月分の賃借料を、市が予め指定
する金融機関の口座に振り込むことで支払うこと
といたします。（条件規定書　第６．６）
利息等の考慮は必要ございません。

6 募集要項 7
１　市の施設整
備費の支払

「市への譲渡・所有権移転後」とありますが、譲渡
者は建設企業又は建設企業体と考えても宜しいで
しょうか。またお支払いは別途覚書等に基づく建設
企業の代理受領として頂くことは可能でしょうか。

原則として代理受領は認められません。

6 要求水準書 12
Ⅰ－２　１　ケ
アハウス

補助金を受けることを前提とするとございますが、
申請スケジュールや申請時に必要な図面等、具体的
な手続きをお示し頂けますでしょうか。また、補助
金受給の見込みについて千葉県との協議内容につい
てもご開示頂けますでしょうか。

「新型ケアハウス整備・運営事業のためのＰＦＩ
導入マニュアル」におけるＰ２４「ＰＦＩ方式に
よる新型ケアハウス整備に係る補助手続きフ
ロー」に準じて手続きが行われるものと想定して
おります。
現段階は、補助金受給見込みについて話し合える
段階ではないという認識でおります。

6 要求水準書 13
Ⅰ－２　１　ケ
アハウス

「居室当りの面積については、・・・より広い面積
が求められる可能性もあり、その点を考慮するこ
と。」とございますが、必要以上の面積を確保する
ことは事業を圧迫するものであるため、必要面積に
ついて具体的にお示し頂きたいと存じます。

これまで市が確認しているのは面積の基準です。
新型特養の基準を満たしている必要があるとの見
解を得ております。

9



募集要項等に関する質問・回答等（市川市ケアハウス整備等ＰＦＩ事業）
H14.7.23

№ 資料名 ページ 項目名 質　　　　問 回　　　　答

6 様式集 B3
参加表明書（兼
グループ内委任
状）

「登録グループ名」には代表法人名を用いるとある
が、これはケアハウス等整備PFI事業者名なのでしょ
うか。

そのとおりご記入下さい。

6 様式集 B3
参加表明書（兼
グループ内委任
状）

「グループ構成員表」の建設企業を複数によるJVを
想定している場合の記入方法を示して頂けますか。

スポンサー企業を建設企業欄に記入していただき、構
成員は番号４以降の欄にご記入下さい。

6 様式集 B4
グループ構成員
表（参加表明
時）

「グループ構成員表」の建設企業を複数によるJVを
想定している場合の記入方法を示して頂けますか。

スポンサー企業を建設企業欄に記入していただ
き、構成員は番号４の欄にご記入下さい。ご記入
しきれない場合は、様式第Ｂ４号をもう一枚追加
してご記入下さい。

6 様式集 B6
委任状（代表企
業内）

本様式の主旨及び書き方を明確に提示して欲しい。
受任者としてどのようなものを想定しているので
しょうか。

本事業推進の責任者をご任命いただくことを想定
しております。

7

事業者説
明会にお
ける質問
について

ケアハウスＰＦ
Ｉ事業の場合、
ＳＰＣには介護
事業者としての
運営実績がない
ため、資格要件
が満たされない
と云うことにつ
いて。

ＳＰＣはもともと親会社等の企業リスクから特定事
業を分離するため、あるいはグループ構成員の責任
とインセンティブを実現する為に設立されるのが一
般的で、この事を前提として応募時点における構成
員に対して、企業状況・事業実績等の資格を確認す
る事は当然と考えます。この事から一方においては
ＳＰＣの設立を規定しているにも関わらず、片方で
は応募時点では実態さえないＳＰＣに事業実績がな
いことを理由にＳＰＣが事業契約の当事者になり得
ないと言うことは、論理的に矛盾していると思いま
すがいかがでしょうか。

事業者の運営実績を直接担保し、事業の安定性を
直接運営事業者に求めるためです。

10



募集要項等に関する質問・回答等（市川市ケアハウス整備等ＰＦＩ事業）
H14.7.23

№ 資料名 ページ 項目名 質　　　　問 回　　　　答

7

事業者説
明会にお
ける質問
について

「新型ケアハウ
ス整備・運営事
業のためのＰＦ
Ｉ導入マニュア
ル」における応
募者の資格要件
と「軽費老人
ホーム設置運営
要項第一の２に
規定する都道府
県知事等の許可
の条件等につい
て」

本来同マニュアル作成に当たって、ＰＦＩ事業者が
単独企業(法人）となることを前提にしているわけで
はない。もちろんＳＰＣの組成を前提にしてもいな
いが、排除していることもない。という事を確認し
ています。また都道府県知事等の許可の条件等につ
いては、事業者の経済的基礎をみる上で、あくまで
一つの例として基準を示したものであり、ＰＦＩの
主旨に沿って都道府県知事等が判断するべきことで
あると聞いております。この様な事から、ＰＦＩ事
業におけるＳＰＣの場合は、出資する構成員により
財務状況・運営実績等が満たされることが、許可等
の条件で良いと考えますがいかがでしょうか。また
この方法のほうが既存事業会社等の単独事業より、
区分経理のうえからもまた、事業の安定化のうえで
もより有利なケースだと考えます。

貴重なご意見と承ります。
市としては、現行の県の認可基準等に準拠するこ
とを選択し、事業者に対する条件を規定しており
ます。

8 募集要項 14
Ⅳ－２－（５）
ウ提供した資料
の取り扱い

「検討の範囲内であっても、市の承諾を得ることな
く、第三者に対しこれを使用させまたは内容を提示
することはできないものとする」とされています
が、本事業提案においては、金融機関との事前の調
整は多く、また関心表明書等の入手においてもそれ
なりに資料を開示すべきと考えています。
よって、金融機関については、この場合の第三者に
は当たらない、ないしは貴市の事前承諾を得ること
なく内容提示が可能な第三者と理解しているのです
が、よろしいでしょうか。

資金調達先並びに調達候補先となる金融機関は、
第三者にはあたらないと考えております。

8 要求水準書 9
Ⅰ－１－５設備
計画の考え方

ケアハウス、及びデイサービスセンターの床暖房に
関する記述は特にない様ですが、設置の有無は事業
者判断とすると考えて宜しいでしょうか。

市として規定するのは冷暖房設備のみです。床暖
房の設置の有無については、事業者判断といたし
ます。

8 要求水準書 10
Ⅰ－１－７－
（１）地域性・
景観性の面

「行徳地区の歴史的な背景を考慮して」とあります
が、参考になる文献、図書等あればご教示下さい。

インターネット等でご確認ください。

11



募集要項等に関する質問・回答等（市川市ケアハウス整備等ＰＦＩ事業）
H14.7.23

№ 資料名 ページ 項目名 質　　　　問 回　　　　答

8 要求水準書 13

Ⅰ－２－１－
（２）イ  ケア
ハウス必要諸室
と仕様

「具体的な諸室の構成と仕様は、事業者の提案によ
ることとする」としながら、（ア）～（ク）までに
貴市が想定されている仕様が記載されています。想
定仕様は絶対的な条件となってしまうのかが、不明
確に感じますが、この点でのご指示をお願いしま
す。

これらの条件、（ア）～（ク）については、市が
最低限必要と考え設定した条件であり、絶対的な
ものとお考え下さい。

8 要求水準書 13

Ⅰ－２－１－
（２）イ－
（ア）  ケアハ
ウス必要諸室と
仕様

「全てのユニットに対して同数の居室を配置する必
要はないと考えている」と記載されていますが、こ
れは全室個室ではなく一部、二人部屋も考えられる
という事でしょうか。もしくは夫婦部屋のことを指
しているのでしょうか。

ご指摘の事項も含め、施設配置上の制約等も想定
されるため、ユニットケアの対応になっていれば
全ユニットが同一居室・定員である必要はないと
の考えです。
運営内容や施設の企画内容によるところが大きい
部分であり、事業者のこれまでの高齢者介護サー
ビス事業の運営実績に基づいた提案を期待してお
ります。

8 要求水準書 15

Ⅰ－２－１－
（２）エ  介護
度の高い人の受
け入れについて

本事業の趣旨に照らし、「介護度の高い人も積極的
に受け入れる」べきであることは、十分認識してい
ます。しかしながら、経営面からすれば、これは
「優先的に」受け入れることを要求するものでもな
いと考えています。もし、優先的な受け入れを希望
されるのでは、介護度の低い入所希望者を待たせな
がら、介護度の高い人からの入所希望を待つことに
なってしまいます。
あくまでも介護度の高い人の入所も可能となるよう
な仕様とするものの、実際の入所については、その
介護度による優先順位はないと理解していますが、
よろしいでしょうか。

市としては、待機順の入居を希望し、介護度の高
い人を優先的に入居させるべきかどうかは事業者
の判断といたします。
ただし、介護度の低い人を優先的に入居させるよ
うなことは、新型ケアハウスの趣旨から避けるべ
きだと考えております。

12



募集要項等に関する質問・回答等（市川市ケアハウス整備等ＰＦＩ事業）
H14.7.23

№ 資料名 ページ 項目名 質　　　　問 回　　　　答

8 要求水準書 21
Ⅱ－３－（２）
ウ  提出書類の
部数について

提出部数を正・副各１部ではなく、正２部とするの
は、どのような意図からのご指示なのでしょうか。
参考までにご教示下さい。

中学校ＰＦＩ事業で整備される施設と本施設は一
つの建物として建築されることから、要求水準書
Ｐ２１「着工時の提出書類」並びにＰ２２「施工
中の提出書類」については、中学校事業者と共同
での提出を求めます。
そのため、各事業者から正１部ずつをお考え下さ
い。

8 要求水準書 26

Ⅲ－３－（３）
提供するサービ
ス水準について
の基本的な考え
かた

「要介護度が高い利用者も積極的に受け入れ“対応
できる体制”を整えること。」とあります。特定施
設入所者生活介護での、要介護者である入居者と介
護職員の配置基準は３：１です。市でお考えの、
“対応できる体制”の人員配置に対する基準をお持
ちでしたら教えてください。

事業者のこれまでの高齢者介護サービス事業の運
営実績並びに企画されるサービス内容に基づいて
提案されることを期待しております。

8 要求水準書 26
Ⅲ－３－（３）
－エ（イ）

市川市民の受入を最優先にし、施設に空部屋がある
場合は、市と協議の上、市川市民以外の入居者も認
めるとされていますが、空部屋がありながら、待機
している入居希望者が市川市民以外であることを理
由に入居が認められないことは現実的にはあるので
しょうか。また、一定期間、市川市民からの入居希
望を待たなければ、市との協議もできないのでしょ
うか。もし、一定期間空室としながら、他の入居希
望者を待たなければならないのであれば、その期間
の逸失利益の補填について、貴市がどのようにお考
えなのか、ご教示下さい。

空部屋があり、かつ市川市民の待機者がいない場
合は、入居者が市川市民以外であるために入居を
認めないことはいたしません。
入居率を高め、経営を安定させることが優先され
ると考えております。
待機者に市川市民がいた場合のみ、最優先での入
居を条件といたします。
入居率が上がらぬことによる逸失利益の補填は一
切考えておりません。

8 要求水準書 31
Ⅲ－１３－
（２）施設長の
扱いについて

本事業で定める施設長とは、校舎ＰＦＩの施設長を
兼務することは可能なのでしょうか。

全く異なる役割という認識から、市としては兼務
はできないと考えております。
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募集要項等に関する質問・回答等（市川市ケアハウス整備等ＰＦＩ事業）
H14.7.23

№ 資料名 ページ 項目名 質　　　　問 回　　　　答

8

要求水準
書
参考資料
集

参考２
（２）運営・維
持管理事業（施
設の賃貸借）

保安警備業務は市の指定する先に委託するとありま
すが、警備上の問題により損害が発生した場合のリ
スクは、委託先の警備会社が負うと考えて宜しいで
しょうか。

施設の所有者である市の立場からは、使用者であ
る事業者が負うものと考えます。事業者は、中学
校事業者と別途契約することとなり、委託先との
リスク分担はその契約内容によるものと思われま
す。

10 要求水準書 14

ケアハウス想定
必要諸室

個数、面積の記述のないものは、提案によるものと
考えて宜しいでしょうか。

よろしいです。

10 要求水準書 12 補助金

補助金の申請及び申請書類の作成は市川市が行うと
考えて宜しいでしょうか。

市川市が行いますが、申請に対する支援を求めま
す。県等との協議に当たっての資料準備の支援な
らびに協議への同席を求めることになります。

10 要求水準書 13 居室当りの面積

2002年７月８日の説明会時に「新型特養」と同等の
居室面積を確保することとの回答がありましたが、
新型特養基準８畳程度と考えて宜しいでしょうか。

居室の広さについては、８畳以上（便所を除く有
効面積）とお考え下さい。

10 要求水準書 13
施設・設備の必
要条件

「軽費老人ホーム設置運営要綱」の項目のうち、平
成17年１月時点までに改正が加えられる可能性のあ
る項目及び改正項目がどの様に変更されるかお教え
下さい。

これまで市が確認しているのは面積の基準です。
新型特養の基準を満たしている必要があるとの見
解を得ております。

10 要求水準書 14 居室

夫婦部屋の設置により、定員50名と考えた場合、室
数は50室でなくなると考えて宜しいでしょうか。

よろしいです。

10 要求水準書 14 車庫

車庫は、「市川市立第七中学校校舎・給食室・公会
堂整備等並びに保育所整備ＰＦＩ事業　要求水準
書」P.28～29の要求駐車場と別に考えるのでしょう
か。
又、その場合何台必要でしょうか

一緒とお考え下さい。
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募集要項等に関する質問・回答等（市川市ケアハウス整備等ＰＦＩ事業）
H14.7.23

№ 資料名 ページ 項目名 質　　　　問 回　　　　答

12 募集要項 3 事業期間

施設賃借料の算出式から20年の事業運営を想定され
ているようですので、下記の点についてご確認いた
します。当初の事業契約期間（15年）終了後に事業
者が事業を継続しない場合であっても、事業者に、
賃借料補償や後継者選定等の責任・義務は一切生じ
ないものと理解してよろしいでしょうか

そのようにご理解下さい。

12 募集要項 12

提案審査及び事
業者選定に関す
る事項 ア
（ア）資格審査

ＰＳＣの値は提案前に公表していただけるのでしょ
うか。

ＰＣＳを公表するか否かは現在検討中です。早い
時期にHP上で回答します。

12 募集要項 23

予想されるリス
ク並びに市と事
業者の責任分担
運営

「計画・設計段階」や「建設段階」における「法制
度の変更に伴うリスク」は市の主分担となっていま
すが、運営段階における「法制度、規制の変更」に
伴うリスクは、事業者の主分担となっています。そ
の理由をお聞かせ下さい。
（計画・設計段階や建設段階と同様、市の主分担事
項としていただきたいと考えます。）

運営段階におけるリスクについては、主に事業者
が負うべきものと考えます。市は、施設所有者と
して、施設改修が必要不可欠となる場合のみ、リ
スク分担することになります。

12 募集要項 13
市による審査結
果の整理等
（エ－（イ））

例えば定性評価点が同点の場合等、点数の上位３位
以内に４案（以上）が入る場合が考えられますが、
その場合、最終評価は上位３位以内の全ての提案
（４つとも）について行うのでしょうか。それとも
委員会にて３案に絞り込むのでしょうか。
また、３案に絞り込む場合は、どのような基準で選
抜されるのでしょうか。

上位３位以内全ての提案について最終評価を行い
ます。
ご質問の例では、４案とも最終評価を行います。
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募集要項等に関する質問・回答等（市川市ケアハウス整備等ＰＦＩ事業）
H14.7.23

№ 資料名 ページ 項目名 質　　　　問 回　　　　答

12 募集要項 3 事業期間

当初の事業期間（15年間）終了後に事業継続する場
合は、1年毎の契約更新となるのでしょうか。あるい
は、例えば５年程度の一括契約でお考えでしょうか

1年毎の自動更新を考えています。
賃借料は５年間は変更せず、それ以降は、市と事
業者との協議により決めることとなります。

13 募集要項 7

初期投資に相当
する費用の支払
いについて
【Ⅱ事業の条件
１市の施設整備
費の支払１行
目】

「初期投資に相当する費用は、市への譲渡・所有権
移転後、平成16年度中に事業者へ一括して支払うも
のとする。」とありますが、市への補助金の入金の
如何に係わらず、平成16年度中に一括して事業者に
支払うものと理解して宜しいでしょうか？

そのようにご理解下さい。

13 募集要項 11

ＳＰＣについて
【Ⅳ事業者の募
集及び選定の手
順　２募集及び
選定の手順
（３）応募者の
資格等　（イ）
の2行目】

「本事業の応募者は株式会社、ＮＰＯ法人、医療法
人、社会福祉法人等により構成されるグループと
し、代表者は～介護事業者であること。」と記述さ
れていますが、当該ケアハウス等の事業者はＳＰＣ
（特別目的法人）を任意で設立しても構わないと理
解して宜しいのでしょうか？
ＳＰＣを設立しない場合は、プロジェクト・ファイ
ナンスによる資金調達が難しくなるのではないで
しょうか？

ＳＰＣの設立は、必要ないとの認識でおります。
施設の譲渡・所有権移転後に施設整備については
一括して事業者へ支払うこととなり、事業者は長
期の資金調達の必要性はないものと考えておりま
す。

14
提案募集
に当たっ
ての条件

3
提案価格につい
て

提案募集に当たっての条件P3において、審査に当
たっては「提案価格合計」が使用されることとされ
ていますが、提案時に「中学校校舎・給食室・公会
堂・保育園部分に係る設計・建設・初期投資費用」
と「ケアハウス・デイサービスセンター部分に係る
設計・建設・初期投資費用」とを分けて提案する必
要がありますでしょうか。

事業を二つに分けて実施しておりますので、分け
てご提案をお願いいたします。
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募集要項等に関する質問・回答等（市川市ケアハウス整備等ＰＦＩ事業）
H14.7.23

№ 資料名 ページ 項目名 質　　　　問 回　　　　答

14 募集要項 8
関係法令遵守に
ついて

要求水準書P4において、「ケアハウス・デイサービ
スセンター部分」は「普通財産」とすることとされ
ていますが、合築される「中学校校舎・給食室・公
会堂・保育園部分」はその目的・用途からして「行
政財産」とならざるを得ないものと考えます。「１
棟の複合施設」において「普通財産部分」と「行政
財産部分」が混在することは、募集要項P8において
遵守が義務づけられている地方自治法に照らして問
題ないと解してよろしいでしょうか。

そのようにご理解下さい。

14 要求水準書 4
関係法令遵守に
ついて

要求水準書P4において、「ケアハウス・デイサービ
スセンター部分」は「普通財産」とすることとされ
ていますが、合築される「中学校校舎・給食室・公
会堂・保育園部分」はその目的・用途からして「行
政財産」とならざるを得ないものと考えます。「１
棟の複合施設」において「普通財産部分」と「行政
財産部分」が混在することは、募集要項P8において
遵守が義務づけられている地方自治法に照らして問
題ないと解してよろしいでしょうか。

そのようにご理解下さい。

14 募集要項 3
賃貸借契約期間
について

募集要項P3等において、本事業の事業期間は１５年
間と定められております。一方、要求水準書P33にお
いて、賃借料の算定基準は２０年間の均等償還が前
提とされていますが、選定事業者における賃借料の
支払い義務期間はあくまで１５年間と考えてよろし
いでしょうか。

そのようにご理解下さい。

14 要求水準書 33
賃貸借契約期間
について

募集要項P3等において、本事業の事業期間は１５年
間と定められております。一方、要求水準書P33にお
いて、賃借料の算定基準は２０年間の均等償還が前
提とされていますが、選定事業者における賃借料の
支払い義務期間はあくまで１５年間と考えてよろし
いでしょうか。

そのようにご理解下さい。
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募集要項等に関する質問・回答等（市川市ケアハウス整備等ＰＦＩ事業）
H14.7.23

№ 資料名 ページ 項目名 質　　　　問 回　　　　答

14 募集要項 2
施設内容につい
て

募集要項Ｐ２等でケアハウス、デイサービスセン
ターの定員を定められておりますが、これは厳守し
なければならない位置づけにあるものでしょうか、
弾力的にとらえて提案しても構わないものでしょう
か。弾力的にとらえても構わない場合には許容範囲
をご教授下さい。

定員については厳守してください。

14 要求水準書 13
ケアハウス必要
諸室について

市が想定されている必要諸室について、サービス内容をもとに事
業者の提案によることとされていますが、以下の解釈については
許容範囲と考えて宜しいでしょうか。

① 一ユニットの居室数を10にこだわらず、合計ユニット数も５
にこだわらないこと。例えば、一ユニット12以上とし全体を４ユ
ニットとすること等
② ユニット単位で入居者が使用する洗濯室を設置することを想
定されているが、１フロア２ユニットの際に導線上共用できるよ
うな位置に設置し２ユニットで一つとすること。
③ セミパブリックスペースで想定されている機能を、グループ
ケアユニット内のセミパブリック空間であるデイスペースに持た
せ充実させることで、よりユニットケアの機能を強化すること。
例１） デイスペースのリビングダイニング機能を充実させるこ
とで、セミパブリックスペースにあえて食堂を設置しないこと
例２） 施設内の社交スペースと位置づけ想定された談話･娯楽･
集会室は、その機能をデイｽﾍﾟｰｽの充実で対応させること
④ 管理部門諸室は、ケアハウス基準上指定された諸室（健康管
理室、相談室、事務室等）以外は、事業者のサービス内容、体制
に応じて適宜融合、削除すること
⑤ 「地域住民にも開かれ、入居者と地域とのふれあい・交流も
できる空間」は、市が想定されている「パブリック空間」、「ボ
ランティア室」の設置の有無に関らず、各事業者によるアイディ
アに基づき機能として実現されること

①１ユニット１０人以下とお考え下さい。
   1ユニット8人から12人とお考え下さい。
②ユニット毎にあるべきものと考えております。

③軽費老人ホーム設置運営要綱にて備えなければならない設
備（談話・娯楽・集会室、食堂等）は必ず設置して下さい。

④許容範囲と考えます。事業者の経験と企画しているサービ
ス内容に基づいた提案を期待します。

⑤許容範囲と考えます。事業者の経験と企画しているサービ
ス内容に基づいた提案を期待します。
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募集要項等に関する質問・回答等（市川市ケアハウス整備等ＰＦＩ事業）
H14.7.23

№ 資料名 ページ 項目名 質　　　　問 回　　　　答

15 募集要項 3 事業期間

・ 事業期間１５年と明記されていますが、７月８日
に行われた説明会において対象施設の年間賃借料を
２０年で算出している事から１５年目で問題がなけ
れば５年間特定事業契約を延期するとの説明があり
ました。
事業の５年間延期に関しては、同項に明記されてい
る事業期間（１５年）の満了
1年前にまでに、市と事業者との協議により決定する
と考えてよろしいでしょか。

事業期間（１５年）満了の６ヶ月前までに、市又
は事業者から別段の申し立てがない場合は、1年
毎の自動更新を考えています。
賃借料は５年間は変更せず、それ以降は、市と事
業者との協議により決めることとなります。

15 要求水準書 8
近隣への配慮、
周辺環境との調
和

 当事業を実施するにあたり既に近隣との話し合い
（説明会等）を実施されていましたら議事録を開示
していただきたくお願いいたします。

公表の予定で作業を進めます。

15 要求水準書 13
ケアハウスの必
要スペース

・ 補助金申請が施設譲渡の平成17年１月に行なわれ
るという事は、その時点での「軽費老人ホーム設置
運営要綱」に施設の仕様が適応していなければなら
ないという事でしょうか。
そうであれば、施設譲渡近くになって要綱が改正さ
れた場合、手摺や内装材等については対応が可能で
すが、部屋の大きさ、廊下の幅員等については対応
不可能と考えます。要綱改正の時期、内容により、
施設の仕様が要綱に適応不可、建設コスト増となる
リスクは、本事業に直接影響を及ぼす法令等の変更
と捉え、市の責任分担と考えてよろしいでしょう
か。

これまで市が確認しているのは面積の基準です。
新型特養の基準を満たしている必要があるとの見
解を得ております。
申請手続きとしては、実施設計段階で協議書を提
出し、竣工前に内示受理する手順が想定されてお
ります。その手順の中で、市と事業者双方に協力
により情報収集をして対応すべきと考えておりま
す。
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募集要項等に関する質問・回答等（市川市ケアハウス整備等ＰＦＩ事業）
H14.7.23

№ 資料名 ページ 項目名 質　　　　問 回　　　　答

15 要求水準書18,19
構造計算資料、
構造計算書

・ 基本設計・実施設計終了時に構造計算資料・構造
計算書２部提出することとなっていますが、ケアハ
ウス並びにデイサービスセンターは、校舎Ａ棟・給
食室・公会堂・保育所と1棟の建物として構造計算す
ることとなります。構造計算書の提出は「市川市立
第七中学校校舎・給食室・公会堂整備等並びに保育
所整備ＰＦＩ事業」のみでよろしいでしょうか。

別の事業として実施しておりますので、設計に係
る資料については、各々の事業で提出を求めま
す。

15 要求水準書 20
工事監理者の選
定について

・ 建設工事を担当する構成員あるいは委託先企業自
身が、工事監理業務を兼ねて行うことも可能でしょ
うか。工事監理者が企画・提案した什器・備品を設
置、整備することを考慮すると建設工事をより円滑
に進める上でもメリットがあると考えます。

可能であると考えます。

15 要求水準書 25 運営業務

・ 市の広報、ホームページによる市民参加のイベン
ト、ボランティア活動の紹介等事業者が運営するに
際して市の協力がどの程度得られると考えてよろし
いでしょうか。

既存の高齢者福祉事業者同様に協力いたします。
具体的な協力内容については、市のホームページ
をご参考にして下さい。

15 要求水準書 29 清掃業務

・ 清掃業務における廃棄物処理に伴う費用は市の負
担と考えてよろしいでしょうか。

事業者負担とします。

15 募集要項 11 応募者の構成

優先交渉権を得た事業者は、事業の実施にあたり、
SPCを設立する必要は無いのでしょうか。

事業者の運営実績を直接担保し、事業の安定性を
運営事業者に求めるため、設立を必要としませ
ん。
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